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があります。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が

行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した

場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行

使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額

は減少します。
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EDINET提出書類

株式会社アスタリスク(E36860)

有価証券届出書（組込方式）

 1/35



第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行新株予約権証券(第９回新株予約権証券)】

(1) 【募集の条件】

 

発行数 5,750個(新株予約権１個につき100株)

発行価額の総額 1,719,250円

発行価格 新株予約権１個につき299円　(新株予約権の目的である株式１株当たり2.99円)

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 １個

申込期間 2026年７月13日(月)

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所
株式会社アスタリスク　管理統括室
大阪市淀川区木川西二丁目２番１号

払込期日 2026年７月13日(月)

割当日 2026年７月13日(月)

払込取扱場所 株式会社三菱ＵＦＪ銀行　新大阪支店
 

(注) １．第９回新株予約権証券(以下「第９回新株予約権」といい、第10回新株予約権証券(以下「第10回新株予約

権」といいます。)とあわせて、個別に又は総称して「本新株予約権」といいます。)については、2026年６

月26日開催の当社取締役会において発行を決議しております。

２．申込み及び払込みの方法は、EVO FUND(Cayman Islands、代表者：マイケル・ラーチ、リチャード・チゾム)

(以下「割当予定先」といいます。)との間で本新株予約権の買取契約(以下「本買取契約」といいます。)を

締結した上で、本有価証券届出書による届出の効力発生後に割当予定先との間で総数引受契約書を締結し、

払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

３．本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。割当予定先の状況については、下記「第３ 第三者割

当の場合の特記事項 １ 割当予定先の状況」をご参照ください。

４．第９回新株予約権の振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町７番１号
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(2) 【新株予約権の内容等】

 

当該行使価額修正

条項付新株予約権

付社債券等の特質

１．第９回新株予約権の目的である株式の総数は575,000株、割当株式数(別記「新株予約権

の目的となる株式の数」欄に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落

により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２項に定義する。)が修正

されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとお

り、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された

場合、第９回新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

２．行使価額の修正基準

(1)　発行日から６ヶ月を経過した日以降、第９回新株予約権の行使価額の修正を当社取締

役会が決議した場合、当該行使価額は、当該取締役会の決議を行った日（以下、本

「１　新規発行新株予約権証券(第９回新株予約権証券)」において「決議日」とい

う。）の直前取引日（同日に株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）にお

ける当社普通株式の普通取引の終値がない場合には、その直前の終値のある取引日をい

う。以下同じ。）における取引所における当社普通株式の普通取引の終値の90％に相当

する金額（１円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。）に修正さ

れる。但し、算出の結果得られた金額が下限行使価額を下回る場合には、行使価額は下

限行使価額とする。なお、当該修正は、決議日の５取引日前までに（通知の時間は16時

を締切りとする。）かかる決議を行う旨を本新株予約権者に通知した場合に限り行うこ

とができる。

(2) 本項第(1)号にかかわらず、①本新株予約権のいずれかの回号について行使価額の修正

が効力を生じた直近の日から６ヶ月が経過していない場合、②金融商品取引法第166条第

２項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第４項に従って公表されてい

ないものが存在する場合、又は③当社が別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の

条件」欄に従って取得の決議を行い、かかる決議に基づく取得が完了していない場合(決

議が撤回された場合を除く。)には、当社は本項第(1)号に基づく決議を行うことができ

ない。なお、上記①に関して、本新株予約権のいずれかの回号について行使価額の修正

が効力を生じた直近の日から６ヶ月が経過している場合であれば、本新株予約権の全て

の回号について、同日に行使価額の修正を決議することは可能とする。

３．行使価額の修正頻度

2027年１月13日以降、本欄第２項の記載に従って、行使価額の修正を当社取締役会が決

議した場合に修正される。

４．行使価額の下限

「下限行使価額」は当初509円とする。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄

第４項の規定を準用して調整される。

５．割当株式数の上限

575,000株(2026年４月14日現在の発行済株式総数に対する割合は7.15％)

６．第９回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第４項に記載の下限行

使価額にて第９回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)

294,394,250円

７．第９回新株予約権の取得事由

第９回新株予約権には、当社取締役会の決議等により、第９回新株予約権の全部を取得

することができる条項が設けられている。(詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由

及び取得の条件」欄を参照。)

 
新株予約権の目的

となる株式の種類

当社普通株式(完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株

式である。なお、当社は１単元を100株とする単元株式制度を採用している。)

新株予約権の目的

となる株式の数

第９回新株予約権の目的である株式の総数は575,000株(第９回新株予約権１個当たりの目的で

ある株式の数(以下、本「１　新規発行新株予約権証券(第９回新株予約権証券)」において「割

当株式数」という。)は100株)とする。

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により割当株式数を調整するものと

する。但し、かかる調整は、第９回新株予約権のうち、当該時点で行使されていない第９回新

株予約権に係る割当株式数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、こ

れを切り捨てるものとする。

調整後割当株式数＝調整前割当株式数×分割・併合の比率

その他、割当株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合

理的な範囲で割当株式数を適宜調整するものとする。
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新株予約権の行使

時の払込金額

１．第９回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各第９回新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額

(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより１円未満の端数

が生じる場合は、これを切り捨てる。

２．第９回新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行

し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合にお

ける株式１株当たりの出資される財産の価額(以下、本「１新規発行新株予約権証券(第

９回新株予約権証券)」において「行使価額」という。)は、当初、1,800円とする。

３．行使価額の修正

(1) 2027年１月13日以降、行使価額の修正を当社取締役会が決議した場合(但し、決議日の

５取引日前の16時までにかかる決議を行う旨を第９回新株予約権者に通知していた場合

に限る。)、行使価額は、決議日の直前取引日における取引所における当社普通株式の普

通取引の終値の90％に相当する金額（１円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上

げた額とする。）に修正される。但し、本項による算出の結果得られた金額が下限行使

価額を下回る場合には、行使価額は下限行使価額とする。

(2) 本項第(1)号にかかわらず、①第９回新株予約権又は第10回新株予約権のいずれかの回

号について行使価額の修正が効力を生じた直近の日から６ヶ月が経過していない場合、

②金融商品取引法第166条第２項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第

4項に従って公表されていないものが存在する場合、又は③当社が別記「自己新株予約権

の取得の事由及び取得の条件」欄に従って取得の決議を行い、かかる決議に基づく取得

が完了していない場合(決議が撤回された場合を除く。)には、当社は本項第(1)号に基づ

く決議を行うことができない。なお、上記①に関して、第９回新株予約権又は第10回新

株予約権のいずれかの回号について行使価額の修正が効力を生じた直近の日から６ヶ月

が経過している場合であれば、これらの全ての回号について、同日に行使価額の修正を

決議することは可能とする。

４．行使価額の調整

(1) 当社は、第９回新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株

式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場

合は、次に定める算式(以下、本「１　新規発行新株予約権証券(第９回新株予約権証

券)」において「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

 
調整後

 行使価額

 
＝

 
調整前

 行使価額

 
×

既発行

 普通株式数
＋
交付普通株式数×１株当たりの払込金額

時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数
 

 
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期

については、次に定めるところによる。

①　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付す

る場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引

換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予

約権付社債その他の証券若しくは権利の請求若しくは行使による場合、又は当社の

譲渡制限付株式報酬制度に基づき交付する場合を除く。)、調整後行使価額は、払込

期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とす

る。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の

翌日以降これを適用する。

②　株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額

は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株

主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通

株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がない

とき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当

の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
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 ③　取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回

る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割

当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通

株式の交付を請求できる新株予約権(但し、第10回新株予約権を除く。)若しくは新

株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む

が、当社のストックオプション制度に基づき新株予約権を発行する場合を除く。)、

調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権

付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使

されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出す

るものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当

の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基

準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又

は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若

しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない

場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株

式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価

の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして

行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、

これを適用する。

④　当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付さ

れたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額を

もって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを

適用する。

⑤　本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、か

つ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機

関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使

価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当

該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに第９回新株予約権を行使した

第９回新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定す

るものとする。

 
株式数

 
＝

(調整前行使価額－調整後行使価額)×
調整前行使価額により当該期間内に

交付された株式数

調整後行使価額
 

 
この場合に１株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わな

い。

(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が0.1円未

満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調

整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行

使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。

(4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。

①　0.1円未満の端数を四捨五入する。

②　行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)

号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普

通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この

場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入す

る。

③　行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、ま

た、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の１ヶ月前の日における当

社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除

した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普

通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通

株式数を含まないものとする。
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 (5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社

は、必要な行使価額の調整を行う。

①　株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を

完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とすると

き。

②　その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により

行使価額の調整を必要とするとき。

③　行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後

行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する

必要があるとき。

(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用

する日が第３項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を

行う。

(7) 第３項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社

は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は

調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに第９回新

株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに上記の

通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使

により株式を発行

する場合の株式の

発行価額の総額

1,036,719,250円

(注)　別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項又は第４項により、行使価額が修正

又は調整された場合には、第９回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。第９回新株予約権の権利行使期

間内に行使が行われない場合及び当社が取得した第９回新株予約権を消却した場合に

は、第９回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減

少する。

新株予約権の行使

により株式を発行

する場合の株式の

発行価格及び資本

組入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

 第９回新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、行使請求に係

る第９回新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る第９回

新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」

欄記載の第９回新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

 第９回新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の

額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の

１の金額とし(計算の結果１円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とす

る。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備

金の額とする。

新株予約権の行使

期間

第９回新株予約権の行使期間

2026年７月14日から2029年７月13日までとする。

新株予約権の行使

請求の受付場所、

取次場所及び払込

取扱場所

１．第９回新株予約権の行使請求の受付場所

株式会社アイ・アールジャパン　証券代行業務部

２．行使請求の取次場所

該当事項なし。

３．行使請求の払込取扱場所

株式会社三菱ＵＦＪ銀行　新大阪支店

新株予約権の行使

の条件

第９回新株予約権の一部行使はできない。

 

自己新株予約権の
取得の事由及び取
得の条件

１．当社は、第９回新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、第９回新株
予約権の払込期日から１ヶ月を経過した日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従っ
て、当社取締役会が定めた第９回新株予約権を取得する日(以下、本「１新規発行新株予約権
証券(第９回新株予約権証券)」において「取得日」という。)の２週間以上前に第９回新株予
約権者又は第９回新株予約権者の関係会社に通知することにより(但し、通知が当該日の16時
までに第９回新株予約権者又は第９回新株予約権者の関係会社に到達しなかった場合、かか
る通知は翌取引日に行われたものとして取り扱われる。)、第９回新株予約権１個当たりの払
込金額と同額(対象となる第９回新株予約権の個数を乗じて１円未満の端数が生じたときはこ
れを四捨五入する。)で、当該取得日に残存する第９回新株予約権の全部又は一部を取得する
ことができる。第９回新株予約権の一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法に
より行うものとする。
２．別記「新株予約権の行使期間」欄で定める第９回新株予約権の行使期間の末日において
第９回新株予約権が残存している場合には、当社は、当該末日に残存する第９回新株予約権
の全てを第９回新株予約権１個当たりの払込金額と同額（対象となる第９回新株予約権の個
数を乗じて1円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入する。）で取得する。

新株予約権の譲渡
に関する事項

第９回新株予約権には譲渡制限は付されていない。但し、本買取契約において、第９回新株
予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められる。

代用払込みに関す
る事項

該当事項なし。

EDINET提出書類

株式会社アスタリスク(E36860)

有価証券届出書（組込方式）

 6/35



組織再編成行為に
伴う新株予約権の
交付に関する事項

該当事項なし。

 

(注) １．行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由

当社は、下記「(1) 資金調達の目的」に記載のとおりの目的のための資金調達を行う手法として、様々な資

金調達方法を比較・検討してまいりましたが、下記「(4) 本スキームの特徴」及び「(5) 他の資金調達方法」

に記載のとおり、各種資金調達方法には各々メリット及びデメリットがある中で、下記「(2) 資金調達方法の

概要」に記載した資金調達方法(以下「本スキーム」といいます。)が現在の当社の資金需要を満たす最も適切

な資金調達手法であることから、本スキームによるデメリットも考慮した上で、総合的に判断し、本スキーム

を採用することを決定しました。

 

(1) 資金調達の目的

当社グループは、「ＩＴを通じて、三方笑顔（お客様の笑顔／社員の笑顔／世間の笑顔）を創造し、人

類・社会の進歩発展に貢献します。」を経営理念とし、独自開発の各種リーダー及びRFID技術、画像認識技

術、人検出・動体追跡技術等を活用した製品の研究開発・製造・販売を行うAsReader事業と、これら製品を

活用するためのシステム開発を行うシステムインテグレーション事業を主な事業として展開しております。

 
当社グループは、2025年11月28日に公表した「事業計画及び成長可能性に関する事項について記載した書

面」及び2026年１月14日に公表した2026年８月期第１四半期決算説明資料に記載のとおり、以下の成長戦略

を推進しております。

 
(既存主力事業)

スマートフォン装着型リーダー「AsReader」の優位性を市場に積極的に発信し、顧客への認知向上と導入

拡大を進めております。物流、小売、製造業を中心に、従来の専用ハンディターミナルからスマートデバイ

スを活用した業務環境への移行需要を取り込み、更なる市場シェアの拡大を目指しております。

 
(新技術・新製品の開発／販売)

当社グループは、物流、製造、小売業界における人手不足や省人化ニーズの高まりを成長機会と捉え、新

たな技術及び製品の研究開発を推進しております。

その一環として、リニアモーター技術を応用し、搬送体が浮上して走行する次世代リニア搬送システム

「AsReader HAKOBU」の開発を進めております。本システムは、搬送体がレールに接触しない「浮かぶ搬

送」を実現することで摩擦を大幅に低減し、重量物であっても小さな力で効率的に搬送することを可能とし

ます。　　

また、摩耗部品が少なく保守性に優れるほか、バッテリーに依存しない給電方式を採用することで、冷

凍・冷蔵環境や食品工場など従来の搬送設備では対応が難しかった環境においても安定した運用が可能とな

ります。

さらに、当社グループは、顔認証技術を活用した「AsReader GoMA Professional」「AsReader GoMA

Home」、小売店舗向け省人化ソリューション「Reading Tub」、スマートキーソリューション「As Key

Cube」、デジタルショーケースなどの新製品群の展開を進めております。

今後は、当社グループの強みであるRFID技術やIoT技術と融合させることで、搬送・認識・管理データを

連携させた新たな自動化プラットフォームの構築を目指してまいります。

 
(M&A及び戦略投資)

当社グループは、中長期的な企業価値向上を目的として、既存事業とのシナジーが期待できる企業への

M&A及び資本業務提携を重要な成長戦略の一つとして位置付けております。特に、物流自動化、RFID、IoT、

AI、画像認識、システム開発分野において優れた技術や顧客基盤を有する企業との連携を通じて、事業領域

の拡大及び収益基盤の強化を図る方針です。

これらの成長戦略をベースとした事業活動を行っておりますが、とりわけ「次世代搬送システムをはじめ

とする新技術・新製品の開発及び販売」並びに「M&A及び戦略投資」は、当社グループの中長期的な成長を

実現する上で重要な要素であると認識しております。他方で、2026年８月期第２四半期連結会計期間の業績

は、売上高760,930千円(前年同期比13.1％減)、営業損失29,747千円、(前年同期は15,991千円の営業損

失)、経常損失8,117千円、(前年同期は18,942千円の経常損失)、親会社株主に帰属する中間純損失11,372千

円(前年同期は23,187千円の親会社株主に帰属する中間純損失)となり、３会計年度連続で営業損失を計上し

ています。また、2026年８月期第２四半期連結会計期間末における資産合計は2,726,853千円（前年同期比

54,360千円の減少）、負債合計は1,016,490千円（前年同期比35,497千円の減少）及び純資産合計は

1,710,363千円（前年同期比18,862千円の減少）となっています。

 
このような業績及び財政状態のもとで、新技術の開発を推進して行くためには、リニアモーター技術を活

用した次世代搬送システム「AsReader HAKOBU」の研究開発及び製品化に向けた資金が必要となります。ま

た、AsReader GoMA、Reading Tub、As Key Cube、デジタルショーケース等の製品販売拡大に向けた製造・

仕入資金が必要となります。さらに、成長機会を迅速に取り込むため、M&A及び資本業務提携等を機動的に

実行できる財務基盤の強化も重要であると考えております。

 
このような背景のもと、当社グループは成長戦略を着実かつ迅速に実行し、企業価値向上を図るため、本
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新株予約権の発行による資金調達を実施することといたしました。

 
(2) 資金調達方法の概要

今回の資金調達は、当社が割当予定先に対し本新株予約権を割り当て、割当予定先による本新株予約権の

行使に伴って当社の資本が増加する仕組みとなっております。本新株予約権は、当社が新株式の発行に際し

て希望する目標株価を定め、これを行使価額として設定した新株予約権を採用しております。

当社は下記「４　新規発行による手取金の使途　(2) 手取金の使途」に記載のとおり、2024年９月17日に

EVO FUND及びトリプルウィン株式会社（以下「トリプルウィン」といいます。）に対して第５回新株予約

権、第６回新株予約権及び第７回新株予約権（以下個別に又は総称して「前回新株予約権」といいます。）

をそれぞれ割り当てておりますが、そのうちトリプルウィンに割り当てた前回新株予約権についてはいずれ

も現時点において行使されておりません。当社としては、現時点における当社の資金需要等に鑑み、前回新

株予約権による資金調達に加えて、本新株予約権による追加的な資金調達が必要と判断したものであり、本

新株予約権は前回新株予約権とは異なる設計及び資金使途のために発行するものです。本新株予約権による

調達は、当社の中長期的な事業計画の遂行に必要な資金調達手段の多様化及び資金調達の確実性向上に資す

るものであり、当社としては、市場環境、株価水準、資金需要の時期及び規模等を総合的に勘案した結果、

本新株予約権の発行が企業価値向上及び株主価値向上に資すると判断いたしました。以上の理由から、当社

は未行使の前回新株予約権の将来的な行使による資金調達と並行して、本新株予約権による資金調達の実施

を決定いたしました。

なお、各本新株予約権の発行要項及び本買取契約には、以下の規定が定められています。

 
① 行使価額の修正

本新株予約権の行使価額は、原則として当初行使価額に固定されますが、発行日から６ヶ月を経過した日

以降、本新株予約権の行使価額の修正を当社取締役会が決議した場合、行使価額は、決議日の直前取引日に

おける取引所における当社普通株式の普通取引の終値の90％に相当する金額（１円未満の端数が生じる場合

はその端数を切り上げた額とします。）に修正されます。但し、算出の結果得られた金額が下限行使価額を

下回る場合には、行使価額は下限行使価額とします。なお、当該修正は、決議日の５取引日前までに（通知

の時間は16時を締切りとします。）かかる決議を行う旨を本新株予約権者に通知した場合に限り行うことが

できます。

上記にかかわらず、①本新株予約権のいずれかの回号について行使価額の修正が効力を生じた直近の日か

ら６ヶ月が経過していない場合、②金融商品取引法第166条第２項に定める当社の業務等に関する重要事実

であって同条第４項に従って公表されていないものが存在する場合、又は③当社が各本新株予約権の発行要

項第14項に従って取得の決議を行い、かかる決議に基づく取得が完了していない場合（決議が撤回された場

合を除きます。）には、当社は上記の修正に係る決議を行うことができません。なお、上記①に関して、本

新株予約権のいずれかの回号について行使価額の修正が効力を生じた直近の日から６ヶ月が経過している場

合であれば、本新株予約権の全ての回号について、同日に行使価額の修正を決議することは可能です。当社

は、本新株予約権の行使価額の修正を決議するに際して、当該修正が行われる時点の株価状況や資金需要等

の諸般の事情を考慮した上で、同時に複数回号の行使価額を修正するかどうかを判断する予定です。

   当社は、本新株予約権の行使価額の修正を決議した場合には、その旨をプレスリリースにて開示いたしま

す。

 ②　取得条項（当社取締役会決議による取得）

当社は、本新株予約権のいずれかの回号につき、当該本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議し

た場合は、当該本新株予約権の払込期日から１ヶ月を経過した日以降、２週間以上前の事前通知を行うこと

により、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当たりの払込金額と同額で、割当予定先の保有

する当該本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。これにより、将来的に当社の資金ニーズ

が後退した場合や資本政策方針が変更になった場合等、本新株予約権を取得することにより、希薄化の防止

や資本政策の柔軟性が確保できます。

当社は、本新株予約権の取得を当社取締役会が決議した場合には、その旨をプレスリリースにて開示いた

します。

③　取得条項（行使期間末日における取得）

   また、当社は、本新株予約権の行使期間の末日において本新株予約権が残存している場合には、当該末日

に残存する本新株予約権の全てを、本新株予約権１個当たりの払込金額と同額で取得します。

 
(3) 資金調達方法の選択理由

当社は様々な資金調達方法を比較・検討してまいりました。2026年５月頃、当社が新株予約権、転換社

債、及び普通株式等を用いた資金調達のアレンジメントにおいて豊富な実績とノウハウがあるEVOLUTION

JAPAN証券株式会社(住所：東京都千代田区紀尾井町４番１号、代表取締役：ショーン・ローソン。以下

「EJS」といいます。)に資金調達に関して問い合わせを行い、EJSから本新株予約権の発行による資金調達

手法である本スキームの提案を受けました。EJSより提案を受けた本スキームは、下記「(4) 本スキームの

特徴」、「(5) 他の資金調達方法」に記載のとおり、各種資金調達方法には各々メリット及びデメリットが

ある中で、企業の継続性と安定性に資する資金調達方法であるとともに、株価に対する一時的な影響を抑制

しつつ、柔軟な資金調達が可能であると考えました。また、本新株予約権には取得条項が付されているた

め、本新株予約権による資金調達の必要性がなくなった場合や今後の当社の状況の変化によって異なる資金

調達手法を選択することが適切となった場合等、当社や市場の将来の状況の変化を考慮しながら、当社の選
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択により、柔軟に新株予約権を取得・消却し、資金調達をキャンセルすることが可能であるため、必要に応

じて取得条項を活用することで将来的に既存株主の皆さまへの希薄化の影響を抑えることが可能であるとい

う点においても当社のファイナンスニーズに最も合致していると考えました。これらの総合的な判断によ

り、本スキームを採用することを決定しました。

 
(4) 本スキームの特徴

本スキームには、以下のようなメリット及びデメリットがあります。

［メリット］

①　原則固定の行使価額(資金調達目標株価)による資金調達

株価の上昇局面において効率的かつ有利な資金調達を実現するため、新株予約権を２回号に分け、あら

かじめ将来の株価上昇を見込んで２通りの行使価額を設定しており（ターゲット・イシュー・プログラム

（TIP））（※）、いずれの回号の本新株予約権についても、当社が希望しない限り行使価額の修正は行

われません。

②　取得条項

本新株予約権には取得条項が付されているため、本新株予約権による資金調達の必要性がなくなった場

合や今後の当社の状況の変化によって異なる資金調達手法を選択することが適切となった場合等、当社や

市場の将来の状況の変化を考慮しながら、当社の選択により、本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支

払うことで、本新株予約権を取得・消却することが可能であり、必要に応じてかかる取得条項を活用する

ことで将来的に既存株主の皆さまへの希薄化の影響を抑えることが可能です。

③　資金調達コストの削減

複数回の決議・発行の手続きを経るよりも、調達に係るコストを削減する事が可能となります。

④　最大交付株式数の限定

本新株予約権の目的である当社普通株式数は合計1,150,000株で固定されており、株価動向にかかわら

ず、最大交付株式数が限定されております。そのため、希薄化率が当初予定より増加することはありませ

ん。

⑤　行使価額修正条項・選択権

上記①に記載のとおり、本新株予約権の行使価額は原則として固定されていますが、いずれの回号の本

新株予約権についても、当社の判断により、行使価額を修正することが可能です。これによって当初の目

標株価であった行使価額を大幅に上回って株価が上昇した場合に資金調達額を増額でき、又は当初の目標

株価であった行使価額を下回って株価が推移した場合においても緊急の若しくは機動的な資金ニーズに対

応することが可能です。なお、本新株予約権については、割当予定先に対して、当社が本新株予約権の行

使を指図することができる条項等は設定されておらず、本新株予約権の行使判断については、割当予定先

の裁量に委ねられています。

⑥　株価への影響の軽減

行使価額の修正が行われる場合においても、本新株予約権には下限行使価額が設定されており、修正後

の行使価額が下限行使価額を下回る価額に修正されることはなく、株価が下限行使価額を下回る等の株価

低迷の局面において、更なる株価低迷を招き得る当社普通株式の供給が過剰となる事態が回避されるよう

に配慮した設計となっております。

 
　※ターゲット・イシュー・プログラム「TIP」

この手法は、当社が新株式の発行に際して希望する目標株価（ターゲット価格）を２パターン定め、こ

れを行使価額として設定した新株予約権です（下表のとおり。）。これは、将来の株価上昇を見越し、２

パターンの行使価額によって、段階的に新株式を発行（ターゲット・イシュー）できることを期待して設

定したものです。行使価額は原則としてターゲット価格に固定されますが、いずれの回号の本新株予約権

についても、当社取締役会が必要と判断し決議した場合（例えば、当社の資金需要、本資金調達による調

達資金の資金使途への充当に係る進捗状況、当社株式の市場価格・出来高等の市場環境、本新株予約権の

行使状況及び今後の資金調達の必要性等を総合的に勘案し、当社取締役会が判断することを想定しており

ます。）には、かかる決議日の直前取引日における取引所における当社普通株式の普通取引の終値の90％

に相当する金額（１円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。）に修正される仕組み

としました。但し、いずれの場合においても修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることはありませ

ん。

上記の行使価額が修正されうる仕組みにより、当社株価が低迷し本新株予約権の行使が進まないリスク

を減らすことができます。また、当社株価がターゲット価格である当初の行使価額を大きく上回って推移

する状況においては、行使価額が上方修正されることにより、資金調達の額が増加する可能性がありま

す。

ターゲット・イシュー・プログラム「TIP」の特徴は、行使価額が修正された後も修正後の価額で行使価

額が固定されること、すなわち、いわゆるMoving Strike Price（当社の株価に連動して日々行使価額が変

動すること）にならないことです。また、「（2）資金調達方法の概要」に記載のとおり、本新株予約権の

いずれも行使価額の修正は６ヶ月間において最大１回であることから、取引所の定める「有価証券上場規

程」第410条第１項及び日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第２条第２号

の定める「MSCB等」には該当しません。

 
 第９回新株予約権 第10回新株予約権
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発行数 5,750個 5,750個

発行価額の総額 1,719,250円 1,500,750円

発行価額 299円 261円

行使価額 1,800円 2,000円

「行使価額の修正」の項目 有 有

行使請求期間 ３年間 ３年間
 

（注）なお、各新株予約権の行使価額については、当社の中期的な成長戦略であるリニアモーター分野の研

究開発資金並びにM&A及び戦略投資資金として見込まれる合計約22億円規模の資金需要、各新株予約権

の行使により発行される株式数並びにこれによる既存株主に対する希薄化の影響及び市場に与える影

響、現状の株価を考慮した行使の蓋然性を当社にて検討した結果、総合的な判断により設定いたしまし

た。

 
［デメリット］

①　当初に満額の資金調達ができないこと

新株予約権の特徴として、新株予約権者による権利行使があって初めて、行使価額に行使の対象となる

株式数を乗じた金額の資金調達がなされます。そのため、本新株予約権の発行当初に満額の資金調達が行

われるわけではありません。

②　株価下落・低迷時に、資金調達額が減少する可能性

株価が長期的に行使価額(第９回新株予約権は当初1,800円、第10回新株予約権は当初2,000円)を下回る

状況等では、本新株予約権の行使に伴う資金調達が当初の想定通りにはできない可能性があります。当社

は、一定の条件の下、本新株予約権の行使価額の修正を決議することができますが、株価が下限行使価額

を下回って推移した場合には、かかる行使価額の修正の決議により本新株予約権の行使を促進することは

できません。

③　割当予定先が当社普通株式を市場売却することにより当社株価が下落する可能性

EVO FUNDの当社普通株式に対する保有方針は短期保有目的であることから、EVO FUNDが本新株予約権を

行使して取得した株式を市場で売却する可能性があります。現在の当社普通株式の流動性も鑑みると、

EVO FUNDによる当社普通株式の売却により当社株価が下落する可能性があります。

④　不特定多数の新投資家へのアクセスの限界

第三者割当方式という当社と割当予定先のみの契約であるため、不特定多数の新投資家から資金調達を

募ることによるメリットは享受できません。

⑤　不行使期間が存在しないこと

本スキームにおいては、円滑な行使の促進を重視する観点から、新株予約権を行使できない期間を当社

が任意に設定できるといった設計とはしていません。したがって、株価の下落局面における権利行使を当

社がコントロールすることは困難です。
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(5) 他の資金調達方法

①　新株式発行による増資

(a) 公募増資

公募増資による新株発行は、一度に資金調達が可能となるものの、時価総額や株式の流動性によって

調達金額に限界があり、当社の時価総額や株式の流動性を勘案すると必要額の調達が困難であると考え

られます。また、公募増資の場合には検討や準備等にかかる時間も長く、公募増資を実施できるかどう

かもその時点での株価動向や市場全体の動向に大きく左右され、一度実施のタイミングを逃すと決算発

表や有価証券報告書の提出期限との関係で最低でも数ヶ月程度は後ろ倒しになることから柔軟性が低

く、資金調達の機動性という観点からは本スキームの方がメリットは大きいと考えております。これら

の点を考慮の上、公募増資は今回の資金調達方法として適当ではないと判断いたしました。

(b) 株主割当増資

株主割当増資では資力等の問題から割当予定先である既存株主の参加率が非常に不透明であり、また

実務上も近時において実施された事例が乏しく、当社としてもどの程度の金額の資金の調達が可能なの

かの目処を立てることが非常に困難であります。これらの点を考慮の上、株主割当増資は今回の資金調

達方法として適当でないと判断いたしました。

(c) 新株式の第三者割当増資

新株式の第三者割当増資は、資金調達が一度に可能となるものの、同時に将来の１株当たり利益の希

薄化を一度に引き起こすため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられます。また、現時点では

適当な割当先が存在しません。

(d) 包括的新株発行プログラム(“STEP”)

新株の発行を段階的に行うことにより資金を調達できるという意味では、本資金調達と類似しており

ますが、STEPにおいては、価額決定日において当社に未公表の重要事実がある場合には決議ができない

こと等の柔軟性に欠ける点があります。一方で、本資金調達は、基本的に割当予定先の裁量により新株

予約権が行使されるため、当社に生じた重要事実が割当予定先に共有されない限り、資金調達に支障を

生じることがありません。

②　行使価額が固定された転換社債(CB)

CBは、発行時点で必要額を確実に調達できるというメリットがありますが、発行後に転換が進まない場

合には、当社の負債額を全体として増加させることとなり、当社の借入余力に悪影響を及ぼす可能性があ

ります。

③　MSCB

株価に連動して転換価額が修正される転換社債型新株予約権付社債(いわゆるMSCB)の発行条件及び行使

条件は多様化していますが、一般的には、転換により交付される株数が転換価額に応じて決定されるとい

う構造上、転換の完了までに転換により交付される株式総数が確定しないため、株価に対する直接的な影

響が大きく、本スキームの方が株主への影響が少ないと考えております。

④　行使価額が固定された新株予約権

行使価額の修正が一切なされない設計の新株予約権は、株価上昇時にその上昇メリットを当社が享受で

きず、一方で株価下落時には行使が進まず資金調達が困難となるため、資金調達の確実性・柔軟性は本ス

キームと比較して低いと考えられます。そのため、今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしま

した。

⑤　新株予約権無償割当による増資(ライツ・イシュー)

株主全員に新株予約権を無償で割り当てることによる増資、いわゆるライツ・イシューには当社が金融

商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライツ・イシューと、当社が金融商品取引業者と

の元引受契約を締結せず新株予約権の行使は株主の決定に委ねられるノンコミットメント型ライツ・イ

シューがありますが、コミットメント型ライツ・イシューについては国内で実施された実績が少なく、当

社においても現時点では実施の目処は立っておりません。また、ノンコミットメント型ライツ・イシュー

については、当社は最近２年間において経常赤字を計上しており、東京証券取引所の定める有価証券上場

規程第304条第１項第３号aに規定される上場基準を満たさないため、実施することができません。

⑥　借入・社債・劣後債による資金調達

借入、社債、又は劣後債による資金調達では、調達額が全額負債となるため、財務健全性が低下し、今

後の借入余地が縮小する可能性があり、財務健全性や今後の借入余地と今回の資金使途とのバランスを勘

案し、今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。

 
２．企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第９項に規定する場合に該当する場合にあっては同項に規定する

デリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容

該当事項はありません。

 
３．当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先と

の間で締結する予定の取決めの内容

当社は割当予定先との間で、上記「１．行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達を

しようとする理由　(2) 資金調達方法の概要」記載の内容を定める本買取契約を締結する予定です。

４．当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

該当事項はありません。
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５．当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取

決めの内容

該当事項はありません。

 
６．その他投資者の保護を図るために必要な事項

該当事項はありません。

 
７．第９回新株予約権の行使請求の方法

(1) 第９回新株予約権を行使請求しようとする場合は、上表「新株予約権の行使期間」欄記載の行使請求期間

中に同「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求の受付場所に

行使請求に必要な事項を通知しなければなりません。

(2) 第９回新株予約権を行使請求しようとする場合は、上記(1)の行使請求に必要な事項を通知し、かつ、第

９回新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて上表「新株予約権の行使請求の

受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとし

ます。

(3) 第９回新株予約権の行使請求の効力は、上表「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱

場所」欄記載の行使請求受付場所に行使請求に必要な事項が全て通知され、かつ当該第９回新株予約権の

行使に際して出資の目的とされる金銭の全額(行使請求に必要な事項の通知と同日付で上表「新株予約権

の行使時の払込金額」欄第３項に定める行使価額の修正が行われる場合には、当該修正後の行使価額に基

づき算定される金額とします。)が上記(2)の口座に入金された日に発生します。

(4) 第９回新株予約権の行使請求が行われた場合、当社は、第９回新株予約権者に対し、第９回新株予約権に

係る買取契約及び第９回新株予約権の発行要項に基づき第９回新株予約権者の第９回新株予約権の行使請

求が可能である場合には、第９回新株予約権の行使を拒否することができません。

 
８．第９回新株予約権に係る株券の交付方法

当社は、行使請求の効力発生後、当該第９回新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振

替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付します。なお、当社は第９回新株予約

権に係る新株予約権証券を発行しません。

 
９．社債、株式等の振替に関する法律の適用等

第９回新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同

法の規定の適用を受けるものとします。また、第９回新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替

機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従うものとします。

 
(3) 【新株予約権証券の引受け】

該当事項はありません。
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２ 【新規発行新株予約権証券(第10回新株予約権証券)】

(1) 【募集の条件】

 

発行数 5,750個(新株予約権１個につき100株)

発行価額の総額 1,500,750円

発行価格 新株予約権１個につき261円　(新株予約権の目的である株式１株当たり2.61円)

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 １個

申込期間 2026年７月13日(月)

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所
株式会社アスタリスク　管理統括室
大阪市淀川区木川西二丁目２番１号

払込期日 2026年７月13日(月)

割当日 2026年７月13日(月)

払込取扱場所 株式会社三菱ＵＦＪ銀行　新大阪支店
 

(注) １．第10回新株予約権については、2026年６月26日開催の当社取締役会において発行を決議しております。

２．申込み及び払込みの方法は、割当予定先との間で本買取契約を締結した上で、本有価証券届出書による届出

の効力発生後に割当予定先との間で総数引受契約を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の

総額を払い込むものとします。

３．本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。割当予定先の状況については、下記「第３ 第三者割

当の場合の特記事項 １ 割当予定先の状況」をご参照ください。

４．第10回新株予約権の振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町７番１号
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(2) 【新株予約権の内容等】

 
当該行使価額修正

条項付新株予約権

付社債券等の特質

１．第10回新株予約権の目的である株式の総数は575,000株、割当株式数(別記「新株予約権

の目的となる株式の数」欄に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落

により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２項に定義する。)が修正

されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとお

り、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された

場合、第10回新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

２．行使価額の修正基準

(1) 発行日から６ヶ月を経過した日以降、第10回新株予約権の行使価額の修正を当社取締

役会が決議した場合、当該行使価額は、当該取締役会の決議を行った日（以下、本

「２　新規発行新株予約権証券(第10回新株予約権証券)」において「決議日」とい

う。）の直前取引日（同日に取引所における当社普通株式の普通取引の終値がない場合

には、その直前の終値のある取引日をいう。以下同じ。）における取引所における当社

普通株式の普通取引の終値の90％に相当する金額（１円未満の端数が生じる場合はその

端数を切り上げた額とする。）に修正される。但し、算出の結果得られた金額が下限行

使価額を下回る場合には、行使価額は下限行使価額とする。なお、当該修正は、決議日

の５取引日前までに（通知の時間は16時を締切りとする。）かかる決議を行う旨を本新

株予約権者に通知した場合に限り行うことができる。

(2) 本項第(1)号にかかわらず、①本新株予約権のいずれかの回号について行使価額の修正

が効力を生じた直近の日から６ヶ月が経過していない場合、②金融商品取引法第166条第

２項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第４項に従って公表されてい

ないものが存在する場合、又は③当社が別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の

条件」欄に従って取得の決議を行い、かかる決議に基づく取得が完了していない場合(決

議が撤回された場合を除く。)には、当社は本項第(1)号に基づく決議を行うことができ

ない。なお、上記①に関して、本新株予約権のいずれかの回号について行使価額の修正

が効力を生じた直近の日から６ヶ月が経過している場合であれば、本新株予約権の全て

の回号について、同日に行使価額の修正を決議することは可能とする。

３．行使価額の修正頻度

2027年１月13日以降、本欄第２項の記載に従って、行使価額の修正を当社取締役会が決

議した場合に修正される。

４．行使価額の下限

「下限行使価額」は当初509円とする。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄

第４項の規定を準用して調整される。

５．割当株式数の上限

575,000株(2026年４月14日現在の発行済株式総数に対する割合は7.15％)

６．第10回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第４項に記載の下限行

使価額にて第10回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)

294,175,750円

７．第10回新株予約権の取得事由

第10回新株予約権には、当社取締役会の決議等により、第10回新株予約権の全部を取得

することができる条項が設けられている。(詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由

及び取得の条件」欄を参照。)

新株予約権の目的

となる株式の種類

当社普通株式(完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株

式である。なお、当社は１単元を100株とする単元株式制度を採用している。)

新株予約権の目的

となる株式の数

第10回新株予約権の目的である株式の総数は575,000株(第10回新株予約権１個当たりの目的で

ある株式の数(以下、本「２新規発行新株予約権証券(第10回新株予約権証券)」において「割当

株式数」という。)は100株)とする。

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により割当株式の数を調整するもの

とする。但し、かかる調整は、第10回新株予約権のうち、当該時点で行使されていない第10回

新株予約権に係る割当株式数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、

これを切り捨てるものとする。

調整後割当株式数＝調整前割当株式数×分割・併合の比率

その他、割当株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合

理的な範囲で割当株式数を適宜調整するものとする。
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新株予約権の行使

時の払込金額

１．第10回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各第10回新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額

(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより１円未満の端数

が生じる場合は、これを切り捨てる。

２．第10回新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行

し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合にお

ける株式１株当たりの出資される財産の価額(以下、本「２新規発行新株予約権証券(第

10回新株予約権証券)」において「行使価額」という。)は、当初、2,000円とする。

３．行使価額の修正

(1) 2027年１月13日以降、行使価額の修正を当社取締役会が決議した場合(但し、決議日の

５取引日前の16時までにかかる決議を行う旨を第10回新株予約権者に通知していた場合

に限る。)、行使価額は、決議日の直前取引日における取引所における当社普通株式の普

通取引の終値の90％に相当する金額（１円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上

げた額とする。）に修正される。但し、本項による算出の結果得られた金額が下限行使

価額を下回る場合には、行使価額は下限行使価額とする。

(2) 本項第(1)号にかかわらず、①第９回新株予約権又は第10回新株予約権のいずれかの回

号について行使価額の修正が効力を生じた直近の日から６ヶ月が経過していない場合、

②金融商品取引法第166条第２項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第

4項に従って公表されていないものが存在する場合、又は③当社が別記「自己新株予約権

の取得の事由及び取得の条件」欄に従って取得の決議を行い、かかる決議に基づく取得

が完了していない場合(決議が撤回された場合を除く。)には、当社は本項第(1)号に基づ

く決議を行うことができない。なお、上記①に関して、第９回新株予約権又は第10回新

株予約権のいずれかの回号について行使価額の修正が効力を生じた直近の日から６ヶ月

が経過している場合であれば、これらの全ての回号について、同日に行使価額の修正を

決議することは可能とする。

４．行使価額の調整

(1) 当社は、第10回新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株

式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある

場合は、次に定める算式(以下、本「２　新規発行新株予約権証券(第10回新株予約権

証券)」において「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

 
 調整後

 行使価額

 
＝

 
 調整前

 行使価額

 
×

既発行

 普通株式数
＋
交付普通株式数×１株当たりの払込金額

時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数
 

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期

については、次に定めるところによる。

①　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付す

る場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引

換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予

約権付社債その他の証券若しくは権利の請求若しくは行使による場合、又は当社の

譲渡制限付株式報酬制度に基づき交付する場合を除く。)、調整後行使価額は、払込

期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とす

る。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の

翌日以降これを適用する。

②　株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額

は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株

主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通

株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がない

とき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当

の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
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 ③　取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回

る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割

当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通

株式の交付を請求できる新株予約権(但し、第９回新株予約権を除く。)若しくは新

株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む

が、当社のストックオプション制度に基づき新株予約権を発行する場合を除く。)、

調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権

付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使

されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出す

るものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当

の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基

準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又

は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若

しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない

場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株

式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価

の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして

行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、

これを適用する。

④　当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付さ

れたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額を

もって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを

適用する。

⑤　本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、か

つ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機

関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使

価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当

該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに第10回新株予約権を行使した

第10回新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定す

るものとする。

 
株式数

 
＝

(調整前行使価額－調整後行使価額)×
調整前行使価額により当該期間内に

交付された株式数

調整後行使価額
 

この場合に１株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わ

ない。

(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が0.1円未

満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の

調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整

前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。

(4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。

①　0.1円未満の端数を四捨五入する。

②　行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)

号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普

通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この

場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入す

る。

③　行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、ま

た、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の１ヶ月前の日における当

社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除

した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普

通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通

株式数を含まないものとする。
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 (5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社

は、必要な行使価額の調整を行う。

①　株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を

完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とすると

き。

②　その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により

行使価額の調整を必要とするとき。

③　行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後

行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する

必要があるとき。

 
(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用

する日が第３項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を

行う。

(7) 第３項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社

は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は

調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに第10回新

株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに上記の

通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使

により株式を発行

する場合の株式の

発行価額の総額

1,151,500,750円

(注)　別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項又は第４項により、行使価額が修正

又は調整された場合には、第10回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。第10回新株予約権の権利行使期

間内に行使が行われない場合及び当社が取得した第10回新株予約権を消却した場合に

は、第10回新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減

少する。

新株予約権の行使

により株式を発行

する場合の株式の

発行価格及び資本

組入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

第10回新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、行使請求に係

る第10回新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る第10回

新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」

欄記載の第10回新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備

金

第10回新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の

額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の

１の金額とし(計算の結果１円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とす

る。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備

金の額とする。

新株予約権の行使

期間

第10回新株予約権の行使期間

2026年７月14日から2029年７月13日までとする。

新株予約権の行使

請求の受付場所、

取次場所及び払込

取扱場所

１．第10回新株予約権の行使請求の受付場所

株式会社アイ・アールジャパン　証券代行業務部

２．行使請求の取次場所

該当事項なし。

３．行使請求の払込取扱場所

株式会社三菱ＵＦＪ銀行　新大阪支店

新株予約権の行使

の条件

第10回新株予約権の一部行使はできない。

 

自己新株予約権の
取得の事由及び取
得の条件

１．当社は、第10回新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、第10回新株
予約権の払込期日から１ヶ月を経過した日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従っ
て、当社取締役会が定めた第10回新株予約権を取得する日(以下、本「２新規発行新株予約権
証券(第10回新株予約権証券)」において「取得日」という。)の２週間以上前に第10回新株予
約権者又は第10回新株予約権者の関係会社に通知することにより(但し、通知が当該日の16時
までに第10回新株予約権者又は第10回新株予約権者の関係会社に到達しなかった場合、かか
る通知は翌取引日に行われたものとして取り扱われる。)、第10回新株予約権１個当たりの払
込金額と同額(対象となる第10回新株予約権の個数を乗じて１円未満の端数が生じたときはこ
れを四捨五入する。)で、当該取得日に残存する第10回新株予約権の全部又は一部を取得する
ことができる。第10回新株予約権の一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法に
より行うものとする。
２．別記「新株予約権の行使期間」欄で定める第10回新株予約権の行使期間の末日において
第10回新株予約権が残存している場合には、当社は、当該末日に残存する第10回新株予約権
の全てを第10回新株予約権１個当たりの払込金額と同額（対象となる第10回新株予約権の個
数を乗じて1円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入する。）で取得する。

新株予約権の譲渡
に関する事項

第10回新株予約権には譲渡制限は付されていない。但し、本買取契約において、第10回新株
予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められる。

EDINET提出書類

株式会社アスタリスク(E36860)

有価証券届出書（組込方式）

17/35



代用払込みに関す
る事項

該当事項なし。

組織再編成行為に
伴う新株予約権の
交付に関する事項

該当事項なし。

 

(注) １．行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由

前記「１　新規発行新株予約権証券(第９回新株予約権証券)　(2) 新株予約権の内容等　(注)１」を参照。

 
２．企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第９項に規定する場合に該当する場合にあっては同項に規定する

デリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容

該当事項はありません。

 
３．当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先と

の間で締結する予定の取決めの内容

当社は割当予定先との間で、上記「１　新規発行新株予約権証券(第９回新株予約権証券) 　(2) 新株予約

権の内容等　(注)１．行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由　

(2) 資金調達方法の概要」記載の内容を定める本買取契約を締結する予定です。

 
４．当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

該当事項はありません。

 
５．当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取

決めの内容

該当事項はありません。

 
６．その他投資者の保護を図るために必要な事項

該当事項はありません。

 
７．第10回新株予約権の行使請求の方法

(1) 第10回新株予約権を行使請求しようとする場合は、上表「新株予約権の行使期間」欄記載の行使請求期間

中に同「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求の受付場所に

行使請求に必要な事項を通知しなければなりません。

(2) 第10回新株予約権を行使請求しようとする場合は、上記(1)の行使請求に必要な事項を通知し、かつ、第

10回新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて上表「新株予約権の行使請求の

受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとし

ます。

(3) 第10回新株予約権の行使請求の効力は、上表「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱

場所」欄記載の行使請求受付場所に行使請求に必要な事項が全て通知され、かつ当該第10回新株予約権の

行使に際して出資の目的とされる金銭の全額(行使請求に必要な事項の通知と同日付で上表「新株予約権

の行使時の払込金額」欄第３項に定める行使価額の修正が行われる場合には、当該修正後の行使価額に基

づき算定される金額とします。)が上記(2)の口座に入金された日に発生します。

(4) 第10回新株予約権の行使請求が行われた場合、当社は、第10回新株予約権者に対し、第10回新株予約権に

係る買取契約及び第10回新株予約権の発行要項に基づき第10回新株予約権者の第10回新株予約権の行使請

求が可能である場合には、第10回新株予約権の行使を拒否することができません。

 
８．第10回新株予約権に係る株券の交付方法

当社は、行使請求の効力発生後、当該第10回新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振

替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付します。なお、当社は第10回新株予約

権に係る新株予約権証券を発行しません。

 
９．社債、株式等の振替に関する法律の適用等

     第10回新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同

法の規定の適用を受けるものとします。また、第10回新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替

機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従うものとします。

 
(3) 【新株予約権証券の引受け】

該当事項はありません。
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３ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

 

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

2,188,220,000 6,000,000 2,182,220,000
 

(注) １．上記払込金額の総額は、本新株予約権の払込金額の総額(第９回新株予約権1,719,250円、第10回新株予約権

1,500,750円、合計3,220,000円)に本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額(第９回新株予約

権1,035,000,000円、第10回新株予約権1,150,000,000円、合計2,185,000,000円)を合算した金額でありま

す。

２．払込金額の総額は、全ての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額です。行

使価額が修正又は調整された場合には、払込金額の総額及び新株予約権の行使に際して出資される財産の価

額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及

び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額及び新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額は減少します。

払込金額の総額及び新株予約権の行使に際して出資される財産の価額が増加した場合は、下記「(2) 手取金

の使途」に記載の②への充当を考えております。払込金額の総額及び新株予約権の行使に際して出資される

財産の価額が減少した場合は、手許資金や当座貸越枠の使用による資金の充当又は「(2) 手取金の使途」に

記載の②の減額による調整を考えております。

３．発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士費用、新株予約権評価費用、有価証券届出書作成費用等の合計額で

す。

４．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。

 
 

(2) 【手取金の使途】

本新株予約権の発行及び割当予定先による本新株予約権の行使によって調達する資金の額は、上記のとおり合計

2,182百万円となる予定であり、調達する資金の具体的な使途については、以下のとおりです。

 
具体的な使途

金額
(百万円)

支出予定時期

①　リニアモーター分野の研究開発資金 500 2027年１月～2030年12月

②　M&A及び戦略投資資金 1,682 2026年11月～2030年12月

合計 2,182 －
 

(注) １．支出予定時期までの資金管理については、当社預金口座等で適切に運用管理する予定です。

２．資金調達額や調達時期は本新株予約権の行使状況により影響を受けることから、上記資金使途及びその金額

については、変更される可能性があります。現時点において、当社は本新株予約権の発行及び割当予定先に

よる本新株予約権の行使によって調達した資金につき、原則としては、上記資金使途の①、②の順に優先し

て充当していく予定であり、調達額が予定に満たない場合には、借入金又は手元資金により充当する予定で

あります。ただし、2026年12月までに調達した資金につきましては、上記資金使途の②に先に充当する予定

です。

 

調達する資金の使途の詳細は以下のとおりです。

 

①　リニアモーター分野の研究開発資金

 当社グループは、物流業界、製造業界及び小売業界における深刻な人手不足や自動化ニーズの高まりを背

景として、リニアモーター技術を活用した次世代搬送システムの研究開発に取り組んでおります。

 当社グループは、リニアモーター技術を応用し、搬送体が浮上して走行する次世代リニア搬送システム

「AsReader HAKOBU」のコンセプトモデルを発表いたしました。本システムは、搬送体がレールに接触しない

「浮かぶ搬送」を実現することで摩擦を大幅に低減し、重量物であっても小さな力で効率的に搬送すること

を可能とします。また、摩耗部品が少なく保守性に優れるほか、バッテリーに依存しない給電方式を採用す

ることで、冷凍・冷蔵環境や食品工場など従来の搬送設備では対応が難しかった環境においても安定した運

用が可能となります。

 現在、物流倉庫、工場及び店舗等における搬送工程の自動化需要は拡大傾向にあり、搬送設備市場におい

ても高効率化、省人化及び省エネルギー化への要求が高まっております。当社グループは、AsReader HAKOBU

を物流・製造現場における新たな搬送インフラとして位置付け、実用化及び事業化を推進してまいります。

 このような背景のなかで、今回調達する資金は、リニアモーター分野の研究開発資金に充当する予定で

す。より具体的には、リニアモーター及び浮上制御技術の研究開発資金として150百万円、搬送制御システム
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及びソフトウェア開発資金として100百万円、試作機開発及び実証実験資金として150百万円、量産化に向け

た設計開発資金として100百万円、合計500百万円を支出することを予定しております。

 
 当社グループは、今後拡大が見込まれる物流自動化市場及びスマートファクトリー市場における事業機会

を捉え、中長期的な成長を牽引する新たな事業基盤の確立を目指しております。本研究開発は、当社グルー

プの企業価値向上及び収益基盤の強化に大きく貢献するものと考えております。

 
②　M&A及び戦略投資資金

　当社グループは、中長期的な成長戦略の一環として、既存事業との高いシナジーが期待できる企業へのM&A

及び資本業務提携を積極的に推進する方針です。

　当社グループはこれまで、RFID関連製品及びモバイル業務ソリューションを中心に事業を展開してまいり

ましたが、今後さらなる企業価値向上を実現するためには、保有技術及び顧客基盤の拡充が重要であると認

識しております。

　具体的には、物流自動化、搬送システム、RFID、IoT、AI、画像認識、システム開発及び海外販売ネット

ワーク等の分野において技術力や顧客基盤を有する企業を対象として、M&A及び資本業務提携を検討しており

ます。

　これらの企業との連携により、当社グループが保有するAsReader事業とのクロスセル機会の創出、新規市

場への参入、技術開発力の強化及び海外展開の加速を実現できるものと考えております。

　今回調達する資金は、M&A及び戦略投資資金として、当該M&A及び資本業務提携案件に係る株式取得資金、

出資資金、デューデリジェンス費用及び各種アドバイザリー費用等に1,682百万円を充当することを予定して

おります。

　現時点において具体的な案件が確定しているものではありませんが、１社あたり５～10億円の規模で当社

グループの成長戦略に資する複数の案件（２社又は３社程度を想定しています。）について継続的に情報収

集及び検討を行っております。今後、対象企業との協議が整った段階で、必要に応じて適時適切な開示を行

う予定です。

 
　なお、資金調達後一定期間内にM&A又は資本業務提携が実施されない場合には、当社グループの既存事業及

び新規事業における研究開発資金、設備投資資金又は運転資金に充当する方針です。

 
　当社グループは、これらの成長投資を通じて事業基盤の強化及び収益機会の拡大を図り、中長期的な企業

価値向上に努めてまいります。

 
　　上記資金使途を変更する場合には速やかに開示いたします。

 
また、前回の資金調達における調達金額及び充当状況は以下のとおりです。

（2024年８月30日付取締役会決議に係る第三者割当による第５回乃至第７回新株予約権の発行により調達した資金

の充当状況）

具体的な使途 発行時における

資金使途

実際の調達額 充当額 支出予定時期

①新製品（顔認証技術・人追跡

技術等）の研究開発資金

200,000,000円 200,000,000円 200,000,000円 2024年10月～2026年３月

 
②新製品の製造資金 450,000,000円 314,563,000円 100,000,000円 2024年10月～2027年12月

③営業力の強化施策資金 26,000,000円 26,000,000円 26,000,000円 2024年10月～2026年５月

合計 676,000,000円 540,563,000円 326,000,000円  
 

(注) １．支出予定時期を当初から変更していることから、「支出予定時期」欄には変更後の支出予定時期を記載して

おります。

２．資金調達額（差引手取概算額）540,563,000円のうち、214,563,000円は未充当となります。

３．2026年６月26日時点の調達額及び充当額となります。

 

第２ 【売出要項】

 

該当事項はありません。
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第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

 

１ 【割当予定先の状況】

(1) 割当予定先の概要、及び提出者と割当予定先との間の関係

 

ａ．割当予定先の概要

名称
EVO FUND
(エボ　ファンド)

本店の所在地
c/o Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited
One Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9005,
Cayman Islands

国内の主たる事務所の
責任者の氏名及び連絡
先

該当事項はありません。
なお、国内における連絡先は以下のとおりとなっておりま
す。
EVOLUTION JAPAN証券株式会社
東京都千代田区紀尾井町４番１号
代表取締役社長　ショーン・ローソン

代表者の役職及び氏名
代表取締役　マイケル・ラーチ
代表取締役　リチャード・チゾム

資本金
払込資本金：１米ドル
純資産：約227百万米ドル(2026年４月30日現在)

事業の内容 ファンド運用　金融商品取引業

主たる出資者及びその
出資比率

議決権： Tiger Holdings Ltd. 100％
(Tiger Holdings Ltd.の議決権は間接的に100％マイケル・
ラーチが保有)

ｂ．提出者と割当予定先
との間の関係

出資関係 該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術又は取引等関係 該当事項はありません。
 

(注)　割当予定先の概要の欄は、別途記載のある場合を除き、2026年６月25日現在におけるものです。

 

(2) 割当予定先の選定理由

当社は、当社の企業価値の向上及び事業の発展のための機動的かつ確実な資金調達方法について、複数検討して

まいりました。そのような状況の中、2026年５月頃、当社が新株予約権、転換社債、及び普通株式等を用いた資金

調達のアレンジメントにおいて豊富な実績とノウハウがあるEJSに資金調達に関して問い合わせを行い、EJSから本

資金調達に関する提案を受けました。当該提案を当社内にて協議・検討した結果、本スキームが、株価に対する一

時的な影響を抑制しつつ、柔軟な資金調達ができる点において、当社のファイナンスニーズにより合致していると

判断しました。また、EVO FUNDについても当社内にて協議・検討しましたが、下記に記載のとおり、同様のスキー

ムによる投資実績を有していること等から、割当予定先として適当であると判断しました。その結果、本スキーム

の採用及びEVO FUNDを割当予定先とすることを決定いたしました。

EVO FUNDは、上場株式への投資を目的として2006年12月に設立されたファンド(ケイマン諸島法に基づく免税有限

責任会社)であります。これまでの投資実績として、複数の第三者割当の方法による新株予約権増資案件において、

本新株予約権と同様の手法を用いて、割り当てられた新株予約権の全てを行使し、発行会社の資金調達に寄与した

実績があります。

EVO FUNDの関連会社であるEJSが、関連企業の買受けのあっせん業の一環として今回の資金調達のアレンジャー業

務を担当しました。EJSは英国領ヴァージン諸島に所在するタイガー・イン・エンタープライズ・リミテッド(住

所：Craigmuir Chambers, PO Box 71, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands、代表取締役：マイ

ケル・ラーチ、リチャード・チゾム)の100％子会社であります。

(注)　本新株予約権に係る割当は、日本証券業協会会員であるEJSのあっせんを受けて、割当予定先に対して行われ

るものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」(自主規制規則)の適用

を受けて募集が行われるものです。
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(3) 割当てようとする株式の数

本新株予約権の目的である株式の総数は、1,150,000株であり、その内訳は以下のとおりです。

第９回新株予約権：575,000株

第10回新株予約権：575,000株

 
(4) 株券等の保有方針

EVO FUNDは、純投資を目的としており、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式を原則として長期間保

有する意思を有しておらず、出資者に対する運用責任を遂行する立場から、保有先の株価推移により適宜判断の

上、本新株予約権の行使により交付を受けることとなる当社普通株式を、基本的には市場内で売却しますが、売却

時は常にマーケットへの影響を勘案する方針である旨を口頭にて確認しております。

さらに、本買取契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められます。

譲渡が行われることとなった場合には、当社の取締役会による承認に先立ち、当社は、譲受先の本人確認、反社会

的勢力でないことの確認、払込みに要する資金等の状況の確認、及び譲受先の保有方針の確認を行います。また、

譲渡が行われた場合、当社は当該事実を開示いたします。

 
(5) 払込みに要する資金等の状況

EVO FUNDの保有財産の裏付けとなる複数のプライム・ブローカー及びその他金融機関の2026年５月29日時点にお

ける現金・有価証券等の資産から借入等の負債を控除した純資産等の残高報告書を確認しており、払込期日におい

て本新株予約権の払込金額（発行価額）の総額の払込みに要する資金は充分であると判断しております。

なお、本新株予約権の行使にあたっては、EVO FUNDは、基本的に新株予約権の行使を行い、行使により取得した

株式を売却することにより資金を回収するという行為を繰り返して行うことが予定されているため、一時に大量の

資金が必要になることはないこと、また、各本新株予約権の行使時期は基本的に重ならない想定であることから、

EVO FUNDは本新株予約権の行使にあたっても十分な資金を有していると判断しております。

また、EVO FUNDは、現在、当社以外にも複数社の新株予約権を引き受けているものの、上記のとおり、行使及び

売却を繰り返して行うことが予定されているため、一時点において必要となる資金は多額ではなく、それらを合算

した金額をEVO FUNDの純資産残高から控除した上でなお、本新株予約権の払込金額(発行価額)の総額の払込み及び

本新株予約権の行使に要する資金としては十分であると判断しております。

 
(6) 割当予定先の実態

当社は、EJSにより紹介されたEVO FUND並びに間接にその100％を出資しており、かつ役員であるマイケル・ラー

チ氏、及びEVO FUNDの役員であるリチャード・チゾム氏について、反社会的勢力等と何らかの関係を有していない

かを、過去の新聞記事やWEB等のメディア掲載情報を検索することにより、EVO FUNDが反社会的勢力でない旨を確認

いたしました。また、EVO FUNDからは、反社会的勢力との間において一切関係ない旨の誓約書の提出を受けており

ます。

さらに慎重を期すため、企業調査、信用調査を始めとする各種調査を専門とする第三者調査機関である株式会社

東京エス・アール・シー(住所：東京都目黒区上目黒四丁目26番４号、代表取締役：中村　勝彦)にEVO FUND並びに

直接及び間接の持分を合算してその100％を出資しており、かつ役員であるマイケル・ラーチ氏、及び割当予定先の

役員であるリチャード・チゾム氏について調査を依頼しました。そして、同社の保有するデータベースとの照合等

による調査を行った結果、2026年６月12日、EVO FUND、その出資者及び役員に関する反社会的勢力等の関与事実が

ない旨の報告書を受領いたしました。

以上から総合的に判断し、当社はEVO FUND、その出資者及び役員については、反社会的勢力との関係がないもの

と判断し、反社会的勢力と関わりがないことの確認書を取引所に提出しております。
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２ 【株券等の譲渡制限】

本新株予約権には譲渡制限は付されていません。但し、本買取契約において、いずれの本新株予約権についても、

その譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められる予定です。

 
３ 【発行条件に関する事項】

(1) 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

当社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する本買取契約に定められた諸条件を考慮した本

新株予約権の評価を第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計（代表者：山本　顕三、住所：東京都千代田区紀

尾井町４番１号。以下「赤坂国際会計」といいます。）に依頼しました。赤坂国際会計と当社及び割当予定先との

間には、重要な利害関係はありません。

赤坂国際会計は、価格算定に使用する価格算定モデルの決定にあたって、ブラック・ショールズ・モデルや二項

モデルといった他の価格算定モデルとの比較及び検討を実施した上で、本新株予約権の発行要項及び割当予定先と

の間で締結する本買取契約に定められたその他の諸条件を相対的に適切に算定結果に反映できる価格算定モデルと

して、一般的な価格算定モデルのうちモンテカルロ・シミュレーションを用いて本新株予約権の評価を実施してい

ます。また、赤坂国際会計は、評価基準日（2026年６月25日）の市場環境や割当予定先の権利行使行動等を考慮し

た一定の前提（当社の株価（1,017円）、ボラティリティ（82.9％）、予定配当額（０円／株）、無リスク利子率

（1.6％）、市場出来高、取得条項に基づく当社からの通知による取得はなされないこと、当社の資金調達需要に基

づき行使価額修正が実施されること、割当予定先による権利行使及び株式売却が当社株式の出来高の一定割合の株

数の範囲内で実行されることを含みます。）を想定して評価を実施しております。

当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額を参考に、第９回新株予約権の１個の払込金額を当

該評価額と同額の299円、第10回新株予約権の１個の払込金額を当該評価額と同額の261円としました。

各回号の本新株予約権の行使価額は当初、第９回新株予約権につき1,800円、第10回新株予約権につき2,000円に

設定されており、その後の行使価額は、本新株予約権の行使価額の修正を当社取締役会が決議した場合には、決議

日の直前取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の90％に相当する金額（１円未満の端数が生じる

場合はその端数を切り上げた額とします。）に修正されます。また、かかる算出の結果得られた金額が下限行使価

額を下回る場合には、行使価額は下限行使価額となりますが、下限行使価額は、509円に設定されており、類似の新

株予約権の発行例と比べても特に不合理な水準ではないと考えております。

上記の本新株予約権の払込金額の決定にあたっては、赤坂国際会計が公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある

事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュ

レーションを用いて公正価値を算定していることから、赤坂国際会計の算定結果は合理的な公正価格であると考え

られるところ、払込金額が算定結果である評価額と同額とされているため、本新株予約権の発行価額は、いずれも

有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。

また、当社監査等委員会からも、当社取締役会に対して、払込金額を含む本新株予約権の発行条件については、

割当予定先に特に有利ではなく、本新株予約権の発行は適法な発行である旨の意見を表明しております。当該意見

は、払込金額の算定にあたり、当社及び割当予定先との取引関係のない独立した外部の第三者算定機関が、当社普

通株式の株価及びボラティリティ、予定配当額、無リスク利子率、割当予定先の権利行使行動等の前提条件を考慮

して、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公

正価値を算定していることから、赤坂国際会計の評価結果は合理的な公正価格を示していると考えられ、払込金額

も、評価結果として表示された評価額と同額であることを判断の基礎としております。

 
(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方

本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数1,150,000株(議決権数11,500個)は、2026年４月14日現在

の当社発行済株式総数8,038,800株及び議決権数80,295個を分母とする希薄化率としては14.31％(議決権ベースの希

薄化率は14.32％)に相当します。そのため、本新株予約権の発行により、当社普通株式に一定の希薄化が生じるこ

とになります。

しかしながら、本新株予約権は３年間の行使期間において、株価水準に応じて段階的に行使されることが想定さ

れ、本新株予約権の行使により発行されることとなる株式数は、単純計算で１年当たりそれぞれ約191,666株(2026

年４月14日現在の当社発行済株式総数に対する希薄化率は2.38％)となります。また、本資金調達により今後３年間

の資金調達を確立し、安定的な事業基盤の確立と中長期的な企業価値向上を図る方針であり、中長期的には企業価

値の向上を通じて既存株主の皆さまの利益に資するものと判断しております。また、当社普通株式の過去６ヶ月に

おける１日当たり平均出来高は1,261,778株であり、各本新株予約権を行使可能期間において円滑に市場で売却でき
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るだけの十分な流動性を有しております。当社としては、本新株予約権による調達資金によって、事業転換の推進

及び収益基盤の拡大を図り、将来の利益成長性を高めることは、当社の経営基盤の安定化と企業価値の増大、ひい

ては既存株主の株主価値の向上につながると考えております。したがって、本新株予約権による資金調達は、その

希薄化の程度を勘案しても、株主価値向上の観点から合理的であると判断しております。

 
４ 【大規模な第三者割当に関する事項】

該当事項はありません。
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５ 【第三者割当後の大株主の状況】
 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

総議決権数に
対する所有議
決権数の割合
(％)

割当後の
所有株式数
(株)

割当後の総議
決権数に対す
る所有議決権
数の割合(％)

EVO FUND
(常任代理人　EVOLUTION
JAPAN証券株式会社)

c/o Intertrust
Corporate Services
(Cayman) Limited
 One Nexus Way, Camana
Bay, Grand Cayman KY1-
9005 Cayman Islands
(東京都千代田区紀尾井町
４番１号)

－ － 1,150,000 12.53

トリプルウィン株式会社
滋賀県大津市朝日が丘２
丁目３番９号

3,200,000 39.85 3,200,000 34.86

株式会社ＳＢＩ証券
東京都港区六本木１丁目
６番１号

193,830 2.41 193,830 2.11

楽天証券株式会社共有口
東京都港区南青山２丁目
６番２１号

167,300 2.08 167,300 1.82

鈴木　規之 滋賀県大津市 162,000 2.02 162,000 1.76

熊本　尚樹 札幌市中央区 105,000 1.30 105,000 1.14

薛　文宝 兵庫県尼崎市 83,000 1.03 83,000 0.90

大宮　典子 東京都杉並区 60,600 0.75 60,600 0.66

アスタリスク従業員持株
会

大阪市淀川区木川西２丁
目２－１

56,037 0.70 56,037 0.61

村松　翔 埼玉県新座市 55,000 0.68 55,000 0.60

計 － 4,082,767 50.85 5,232,767 57.00
 

(注) １．割当前の「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2026年２月28日現在の株主名

簿上の株式数により作成しております。

２．「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、割当後の所有株式数に係る議決権の数を、2026年

４月14日時点の総議決権数(80,295個)に、本新株予約権の目的となる株式発行により増加する議決権数

(11,500個)を加えた数で除して算出した数値であり、表示単位未満の端数は四捨五入して表示しておりま

す。

３．割当前の「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割

合」は、小数点第３位を四捨五入しております。

４．割当予定先の「割当後の所有株式数」は、割当予定先が本新株予約権の行使により取得する当社普通株式を

全て保有した場合の数となります。EVO FUNDより、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式を、当

社の企業価値を向上させ、株式価値を向上させることを十分に考慮し、かかる目的の達成状況を踏まえなが

ら、株式を売却することにより利益を得る純投資の方針に基づき保有する旨及び当社の経営に介入する意思

や支配株主となる意思はなく、また、当社普通株式を売却する場合には可能な限り市場動向に配慮しながら

行うことを口頭にて確認しております。このため、EVO FUNDが本新株予約権の行使により取得する当社普通

株式の長期保有は見込まれない予定です。

 

６ 【大規模な第三者割当の必要性】

該当事項はありません。

 

７ 【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項はありません。

 

８ 【その他参考になる事項】

該当事項はありません。
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第４ 【その他の記載事項】

 
該当事項はありません。

 

第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】

 

第１ 【公開買付け又は株式交付の概要】

 

該当事項はありません。

 

第２ 【統合財務情報】

 

該当事項はありません。

 

第３ 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会

社との重要な契約)】

 

該当事項はありません。

 

第三部 【追完情報】

 

１．事業等のリスクについて
　下記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書(第19期、提出日2025年11月27日) 、訂正有価証券報告書(第19

期、提出日2025年11月28日)及び訂正有価証券報告書(第19期、提出日2026年６月26日)並びに半期報告書(第20期中、提

出日2026年４月14日)(以下「有価証券報告書等」といいます。)の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2026年６月26

日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について、変更及び追加すべき事項はあ

りません。

　また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2026年６月26日)現在

においても変更の必要はないものと判断しております。

 

２．臨時報告書の提出について

下記「第四部　組込情報」に記載の第19期有価証券報告書の提出日(2025年11月27日)以降、本有価証券届出書提出

日(2026年６月26日)までの間において、以下の臨時報告書を近畿財務局長に提出しております。

 

(2025年11月28日提出の臨時報告書)

１　提出理由

当社は、2025年11月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５

第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもの

であります。

 

２　報告内容

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年11月28日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役(監査等委員であるものを除く。)４名選任の件

取締役(監査等委員であるものを除く)として、鈴木規之、加藤栄多郎、中川陽介、太田尚友を選任するもの

であります。

第２号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取

締役として、辻本希世士を選任するものであります。
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第３号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての新株予約権を

発行する件

会社法第361条第１項第４号の規定により、当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)３名に対して、ス

トック・オプション報酬として新株予約権を発行するものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)
第１号議案
取締役(監査等委員であるものを
除く。)４名選任の件

   

(注)１

  

　鈴木　規之 43,360 1,035 0 可決 97.17

　加藤　栄多郎 43,246 1,149 0 可決 96.92

　中川　陽介 43,462 933 0 可決 97.40

　太田　尚友 43,523 872 0 可決 97.54

第２号議
案補欠の監査等委員である取締
役１名選任の件

   
(注)１

  

　辻本　希世士 43,698 697 0 可決 97.93

第３号議案
取締役(監査等委員である取締役
を除く。)に対するストック・オ
プションとしての新株予約権を
発行する件

   

(注)２

  

43,103 1,292 0 可決 96.60
 

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の

過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに

より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確

認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

３．資本金の増減について

下記「第四部　組込情報」に記載の第19期有価証券報告書(提出日2025年11月27日)に記載の資本金等は、当該有価

証券報告書の提出日(2025年11月27日)以降、本有価証券届出書提出日(2026年６月26日)までの間において、以下のと

おり変化しております。

 

年月日 発行済株式総数 資本金 資本準備金

2026年３月１日～

2026年４月６日

増減数

（株）

残高

（株）

増減額

(千円)

残高

(千円)

増減額

(千円)

残高

(千円)

242,000 8,038,800 96,720 1,080,230 96,720 1,070,230
 

(注) 新株予約権の行使による増加であります。
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第四部 【組込情報】

 

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

 

有価証券報告書
 

事業年度
(第19期)

自　2024年９月１日
至　2025年８月31日

2025年11月27日
近畿財務局長に提出

訂正有価証券報告書
事業年度
(第19期)

自　2024年９月１日
至　2025年８月31日

2025年11月28日
近畿財務局長に提出

訂正有価証券報告書
事業年度
(第19期)

自　2024年９月１日
至　2025年８月31日

2026年６月26日
近畿財務局長に提出

半期報告書
事業年度
(第20期中)

自　2025年９月１日
至　2026年２月28日

2026年４月14日
近畿財務局長に提出

 

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織(ＥＤＩＮＥＴ)を使用して提

出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)

Ａ４－１に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。

 

第五部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

 

第六部 【特別情報】

 
第１ 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 
　2025年11月26日

株式会社アスタリスク

取締役会　御中

　
海南監査法人
大阪事務所

 

　

指定社員
業務執行社員

 公認会計士 坂　東　　和　宏  
 

　

指定社員
業務執行社員

 公認会計士 中須賀　　高　典  
 

 
＜連結財務諸表監査＞
監査意見
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
ている株式会社アスタリスクの2024年９月１日から2025年８月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、
連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算
書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株
式会社アスタリスク及び連結子会社の2025年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経
営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

 
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に
重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査
意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

AsReader事業における請求済未出荷売上

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

　連結財務諸表注記（収益認識関係）に記載されている
とおり、当連結会計年度のAsReader事業における外部顧
客への売上高は1,384,349千円であり、連結損益計算書
における売上高の83%を占めている。
　AsReader事業においては、主にバーコードリーダー、
RFIDリーダー／ライター、赤外線通信装置とその附属品
の製造及び販売を行っている。このような製品の販売に
ついては、顧客に製品をそれぞれ出荷した時点で収益を
認識（以下「出荷基準」という。）している。しかし、
一部の顧客の要請に基づき、一時的に預かる請求済未出
荷売上を行う場合が考えられる。売上計上は、顧客によ
る製品の検収、代金回収等に基づくが、請求済未出荷売
上は製品の出荷を伴わないため、出荷基準と異なるタイ
ミングによる収益の認識となり、収益計上の要件を満た
しているか否かの判定は相対的に重要性が高い。
　また、企業活動の業績規模を示す売上高やセグメント
別外部売上は財務諸表利用者が注目する指標であり、こ
れらの売上高の計上金額及び期間帰属は監査上の重要性
が高いと考えられる。
　以上より、当監査法人はAsReader事業における請求済
未出荷売上が、監査上の主要な検討事項に該当するもの
と判断した。

当監査法人は、AsReader事業における請求済未出荷売
上が適切であるか否かを検討するため、特に以下に留意
して手続を実施した。
① 売上プロセスに関連する内部統制の整備状況及び
運用状況の有効性を評価した。
② 出荷指図された直送品などの製品について売上
データの出荷先を確認し、証憑書類と照合した。
③ 期末の棚卸立会時に、預かり在庫の有無を確認し
た。
④ 稟議書を閲覧するとともに経営者、監査等委員に
質問を実施して、当連結会計年度末に請求済未出荷
売上がないことを確認した。
⑤ 前連結会計年度末に請求済未出荷売上として預
かっていた在庫について当連結会計年度に全て出荷
されていることを出荷実績マスタと照合した。
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その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告
書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任
は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他
の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載
内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽
表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸
表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手

続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性

及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表
の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連
結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎
となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠

を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及
び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び
に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場
合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断し
た事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が
禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利
益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 
＜内部統制監査＞
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社アスタリスクの
2025年8月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社アスタリスクが2025年8月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記
の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し
て、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部
統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報
告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性が
ある。

 
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかに
ついて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明するこ
とにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施
する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択
及び適用される。
・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての
内部統制報告書の表示を検討する。
・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するため
に、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責
任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別
した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び
に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場
合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。

 
＜報酬関連情報＞
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報
酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (３)【監

査の状況】に記載されている。

 
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。

 
 以　　上

 

 
(注) １．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
 

EDINET提出書類

株式会社アスタリスク(E36860)

有価証券届出書（組込方式）

31/35



独立監査人の監査報告書
 

 

 
　2025年11月26日

株式会社アスタリスク

取締役会　御中

　
海南監査法人
大阪事務所

 

　

指定社員
業務執行社員

 公認会計士 坂　東　　和　宏  
 

　

指定社員
業務執行社員

 公認会計士 中須賀　　高　典  
 

 
＜財務諸表監査＞
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
ている株式会社アスタリスクの2024年９月１日から2025年８月31日までの第19期事業年度の財務諸表、すなわち、貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
会社アスタリスクの2025年８月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である
と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい
て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 
AsReader事業における請求済未出荷売上

連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項（AsReader事業における請求済未出荷売上）

と実質的に同一内容であるため、記載を省略している。

 
 

その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告
書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任
は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
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ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会
計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び
に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場
合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を
監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止され
ている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回
ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 
＜報酬関連情報＞
報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

 
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 
以　　上

 

 
(注) １．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
 

EDINET提出書類

株式会社アスタリスク(E36860)

有価証券届出書（組込方式）

33/35



独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
　

 2026年４月９日

株式会社アスタリスク

取締役会  御中

海南監査法人
 

大阪事務所
 

　

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 坂   東   和   宏  

 

　

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 中 須 賀　　高　　典  

 

 

 
監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アスタ

リスクの2025年９月１日から2026年８月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（2025年９月１日から2026年２月

28日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算

書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に準拠して、株式会社アスタリスク及び連結子会社の2026年２月28日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項

が全ての重要な点において認められなかった。

 
監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。

期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載

されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用

される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任

を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 
中間連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表

示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 
中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結

財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レ

ビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性

が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に
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公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないか

どうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書に

おいて中間連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注

記事項が適切でない場合は、中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて

いる。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ

り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の

表示、構成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせ

る事項が認められないかどうかを評価する。

・ 　中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。

監査人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独

で監査人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項

について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 
以　　上

 

 

(注) １．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。
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